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その問題、弁護士

が伺います！！ 

実 施 日 時 
２０１１年１２月５日（月）～１２月９日（金） 

１０：００～１６：００ 

 

 

実 施 会 場 横浜弁護士会所属の弁護士事務所で行います。 
相談場所は、予約の際にご案内いたします。 

必ず事前にお電話での予約をお願いいたします。相談はご予約の日時に、 

弁護士事務所で行います。 

 

予約電話番号０５０－３３８３－５３６０ （法テラス） 
※予約受付時間 平日９：００～１７：００ 

※ご予約の受付は１１月２１日（月）より開始いたします。 

※相談時間は、お１人様３０分程度です。 

 

 

予 約 方 法 

◆主催◆横浜弁護士会、法テラス神奈川 


